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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なるスペクトルの光を発生する複数の光源を有して被検体を照明する照明手段
と、前記被検体を撮像する撮像手段と、該撮像手段により撮像される前記被検体の観察倍
率を変更する観察倍率変更手段と、を具備する内視鏡装置であって、
　前記観察倍率変更手段により設定される観察倍率に応じて前記複数の光源の出射光光量
比を変更する光量比変更手段を有し、
　前記照明手段が、半導体発光素子を有する白色照明用光源と、被検体となる生体組織表
層の微細血管構造を強調する特殊光波長の光を出射する半導体発光素子を有する特殊光光
源と、を備え、
　前記光量比変更手段が、前記白色照明用光源の出射光量に対する前記特殊光光源の出射
光量の光量比を、前記観察倍率が高いほど増加させて近景観察のとき程、前記微細血管構
造が強調されるようにし、かつ、前記光量比を前記観察倍率の変化に伴って連続的に変化
させる内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１記載の内視鏡装置であって、
　前記白色照明用光源が、赤色光、緑色光、青色光に発光する半導体発光素子を有して構
成される内視鏡装置。
【請求項３】
　請求項１記載の内視鏡装置であって、
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　前記白色照明用光源が、半導体発光素子と、該半導体発光素子の発光波長で励起する蛍
光体を含んだ波長変換部材と、を有して構成される内視鏡装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記特殊光波長の光の中心波長が、４００ｎｍ乃至４７０ｎｍの範囲に含まれる内視鏡
装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記観察倍率が、変倍光学系の倍率を示す値である内視鏡装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項４のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記観察倍率が、デジタルズーム処理の倍率を示す値である内視鏡装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　複数の波長域の組合せを波長セットとして設定する波長セット設定手段と、
　前記被検体に白色照明光を照射して撮像して得た撮像画像に対してマトリクス演算を施
すことで、前記波長セット設定手段に設定された波長セットによるスペクトル光を照射し
たときに得られる観察画像を推定した分光推定画像を生成する分光画像生成手段と、を備
え、
　前記波長セット設定手段に設定される波長セットを所望の波長セットにして観察画像を
得る場合に、前記複数の光源の出射光量比により規定されるスペクトル光が、前記波長セ
ットに含まれる波長域に重複しているときは、前記出射光量比の照明光下で撮像して観察
画像とし、重複していない波長域が存在するときは、前記光量比変更手段が前記白色照明
用光源から白色光を出射させ、前記分光画像生成手段により前記所望の波長セットに対応
する分光推定画像を生成してこれを観察画像とする内視鏡装置。
【請求項８】
　請求項７記載の内視鏡装置であって、
　前記分光画像生成手段が、前記白色照明用光源と前記特殊光光源を共に点灯させて撮像
した撮像画像により分光推定画像を生成する内視鏡装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡装置では、通常、白色照明光が用いられるが、近年、特定の狭帯域波長の光（狭
帯域光）を照射して粘膜組織表層の微細構造を強調する狭帯域光観察や、予め投与した蛍
光物質や生体組織からの蛍光を観察する蛍光観察等の特殊光観察が可能な内視鏡装置が活
用されている（例えば特許文献１参照）。この種の内視鏡装置では、特殊光観察により、
例えば粘膜層或いは粘膜下層に発生する新生血管の微細構造、病変部の強調等、通常の観
察像では得られない生体情報を簡単に可視化できる。
【０００３】
　内視鏡装置による診断では、病変部を発見するためには、広角撮影によって広い範囲を
見渡せる遠景画像により診断することが有効であり、発見した病変部を詳細に観察するた
めには、拡大撮影によって近景画像から診断することが有効である。その場合、遠景の観
察では主に白色光を用い、近景の観察では微細構造や病変部の強調のために狭帯域の特殊
光を用い、これら使用する光源種を、ズーム変倍操作による観察倍率の変更に同期して切
り替えるものもある（例えば特許文献２参照）。
【０００４】
　しかし、撮像状態が近景か遠景かの違いから白色光か特殊光を切り替えるだけでは、ズ
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ーム変倍操作に連動して連続変化する画像表示にならず、特定の観察倍率で白色光から特
殊光に照明光が切り替わり、観察画像の内容が急に変化するといった術者にとって違和感
を感じやすい表示となっている。また、観察倍率に応じて最適な照明光に微調整すること
ができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３５８３７３１号公報
【特許文献２】特開２００７－２０７２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ズーム変倍操作による観察倍率の変更に伴って、その観察倍率での内視鏡診
断に適した観察画像に連続的に変化させることができる内視鏡装置を提供し、これにより
術者に違和感を持たせることなく、しかも診断精度を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は下記構成からなる。
　互いに異なるスペクトルの光を発生する複数の光源を有して被検体を照明する照明手段
と、前記被検体を撮像する撮像手段と、該撮像手段により撮像される前記被検体の観察倍
率を変更する観察倍率変更手段と、を具備する内視鏡装置であって、
　前記観察倍率変更手段により設定される観察倍率に応じて前記複数の光源の出射光光量
比を変更する光量比変更手段を有し、
　前記照明手段が、半導体発光素子を有する白色照明用光源と、被検体となる生体組織表
層の微細血管構造を強調する特殊光波長の光を出射する半導体発光素子を有する特殊光光
源と、を備え、
　前記光量比変更手段が、前記白色照明用光源の出射光量に対する前記特殊光光源の出射
光量の光量比を、前記観察倍率が高いほど増加させて近景観察のとき程、前記微細血管構
造が強調されるようにし、かつ、前記光量比を前記観察倍率の変化に伴って連続的に変化
させる内視鏡装置。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の内視鏡装置によれば、ズーム変倍操作による観察倍率の変更に伴って、その観
察倍率での内視鏡診断に適した観察画像に連続的に変化させることができ、術者に違和感
を持たせることなく診断精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
【図２】図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
【図３】照明手段による一例としてのスペクトルのグラフである。
【図４】内視鏡装置による観察画像の概略的な表示例を示す説明図である。
【図５】観察倍率に応じた出射光光量比の変更手順を表したフローチャートである。
【図６】観察倍率と光量比の相関を表したグラフである。
【図７】異なる観察倍率におけるＡＥプログラム線図である。
【図８】図１の内視鏡画像処理装置におけるデータベースに記憶されたマトリクスパラメ
ータの一例を示す図である。
【図９】分光推定画像の生成を伴う観察時の観察倍率に応じた出射光光量比の変更手順を
表したフローチャートである。
【図１０】白色光源とレーザ光源とを備えた変形例に係る光源の構成図である。
【図１１】ＬＥＤとレーザ光源とを備えた変形例に係る光源の構成図である。
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【図１２】白色光源と回転フィルタを備えた変形例に係る光源の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　図１は本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
、図２は図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
　図１、図２に示すように、内視鏡装置１００は、内視鏡本体１１と、この内視鏡本体１
１が接続される制御装置１３とを有する。制御装置１３には、画像情報等を表示する表示
部１５と、入力操作を受け付ける入力部１７が接続されている。内視鏡本体１１は、内視
鏡挿入部１９の先端から照明光を出射する照明光学系と、被観察領域を撮像する撮像手段
である撮像素子２１（図１参照）、変倍光学系である対物レンズユニット３９（図１参照
）を含む撮像光学系とを有する、電子内視鏡である。
【００１１】
　また、内視鏡本体１１は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部１９と、内視鏡挿入部１
９に連設部２３を介して接続され内視鏡挿入部１９の先端の湾曲操作や観察のための操作
を行う操作部２５（図２参照）と、内視鏡本体１１を制御装置１３に着脱自在に接続する
ユニバーサルケーブル２７の先端に接続されるコネクタ部２９Ａ，２９Ｂを備える。なお
、図示はしないが、操作部２５および内視鏡挿入部１９の内部には、組織採取用処置具等
を挿入する鉗子チャンネルや、送気・送水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けら
れる。
【００１２】
　内視鏡挿入部１９は、可撓性を持つ軟性部３１と、湾曲部３３と、先端部（以降、内視
鏡先端部とも呼称する）３５から構成される。内視鏡先端部３５には、図１に示すように
、被観察領域へ光を照射する照射口３７Ａ，３７Ｂと、被観察領域の画像情報を取得する
ＣＣＤ(Charge Coupled Device）イメージセンサやＣＭＯＳ(Complementary Metal-Oxide
 Semiconductor）イメージセンサ等の上記撮像素子２１が配置されている。撮像素子２１
の受光面には上記対物レンズユニット３９が配置される。
【００１３】
　湾曲部３３は、軟性部３１と先端部３５との間に設けられ、操作部２５に配置されたア
ングルノブ４１の回動操作により湾曲自在にされている。この湾曲部３３は、内視鏡本体
１１が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角度に湾曲でき、内視鏡
先端部３５の照射口３７Ａ，３７Ｂおよび撮像素子２１の観察方向を、所望の観察部位に
向けることができる。また、図示は省略するが、内視鏡挿入部１９の照射口３７Ａ，３７
Ｂには、カバーガラスやレンズが配置される。
【００１４】
　制御装置１３は、内視鏡先端部３５の照射口３７Ａ，３７Ｂに供給する照明光を発生す
る照明手段である光源装置４３、撮像素子２１からの画像信号を画像処理する内視鏡画像
処理装置であるプロセッサ４５を備え、コネクタ部２９Ａ，２９Ｂを介して内視鏡本体１
１と接続される。また、プロセッサ４５には、前述の表示部１５と入力部１７が接続され
ている。プロセッサ４５は、内視鏡本体１１の操作部２５や入力部１７からの指示に基づ
いて、内視鏡本体１１から伝送されてくる撮像信号を画像処理し、表示部１５へ表示用画
像を生成して供給する。
【００１５】
　光源装置４３は、中心波長４４５ｎｍの半導体発光素子である青色レーザ光源（白色照
明用光源）４７と、中心波長４０５ｎｍの半導体発光素子である紫色レーザ光源（特殊光
光源）４９とを発光源として備えている。これら各光源４７，４９の半導体発光素子から
の発光は、光源制御部５１により個別に制御されており、青色レーザ光源４７の出射光と
、紫色レーザ光源４９の出射光の光量比は変更自在になっている。特殊光光源の中心発光
波長は、３７０ｎｍ乃至４７０ｎｍの範囲に含まれる。中心発光波長の下限値が３７０ｎ
ｍであることにより、半導体発光素子の市販品による入手が容易となる。中心発光波長の



(5) JP 5606120 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

上限値が４７０ｎｍ以下となることにより、照明光が粘膜組織表層の微細構造を強調する
狭帯域光観察に適した波長範囲となる。
【００１６】
　本構成では、特殊光光源の中心発光波長は、被検体となる生体組織表層の微細血管構造
を強調する波長（４０５ｎｍ）となっている。すなわち、近景の観察にて微細血管観察を
所望する時、生体組織表層の微細血管構造を強調する特殊光波長が設定され、操作倍率に
適した照明光波長が自動設定される。
【００１７】
　青色レーザ光源４７および紫色レーザ光源４９は、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レ
ーザダイオードが利用でき、また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系レ
ーザダイオードを用いることもできる。また、上記光源として、発光ダイオード等の発光
体を用いた構成としてもよい。
【００１８】
　各光源４７，４９から出射されるレーザ光は、集光レンズ（図示略）によりそれぞれ光
ファイバに入力され、合波器であるコンバイナ５３と、分波器であるカプラ５５を介して
コネクタ部２９Ａに伝送される。なお、これに限らず、コンバイナ５３とカプラ５５を用
いずに各光源４７，４９からのレーザ光を直接コネクタ部２９Ａに送出する構成であって
もよい。
【００１９】
　ここで、図３に照明手段による一例としてのスペクトルのグラフを示した。青色レーザ
光は、内視鏡先端部３５の光ファイバ５７Ａの光出射端に配置された波長変換部材である
蛍光体５９を励起して蛍光を発光させる。つまり、白色照明用光源が、半導体発光素子と
、半導体発光素子の発光波長で励起する蛍光体５９を含んだ波長変換部材を有して構成さ
れている。半導体発光素子からの光が、波長変換部材の蛍光体５９を励起して蛍光を発光
させ、白色光が得られる。また、一部の青色レーザ光は、そのまま蛍光体５９を透過する
。一方、光ファイバ５７Ｂによって導光される紫色レーザ光は、蛍光体５９の励起発光効
率が青色レーザの場合より低いために透過成分が多くなる。そして、長波長側では青色レ
ーザの場合より低強度な光を蛍光体５９が励起発光する。このとき蛍光体５９を透過する
紫色レーザ光は狭帯域波長の照明光となる。
【００２０】
　本構成では、中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光と、中心波長４０５ｎｍの紫色レーザ
光を合波することにより、中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光で不足する４６０～４７０
ｎｍ近辺の波長帯域光が、中心波長４０５ｎｍの紫色レーザ光から出射される同帯域の光
によって補われ、白色光の色調が改善される。
【００２１】
　したがって、光源装置４３は、白色照明用光源と、白色照明用光源とは異なる照明光を
もとに生成される特殊光光源とを有している。制御部６３は、観察倍率が高い程、白色照
明用光源の出射光量に対する特殊光光源（すなわち、紫色レーザ光源４９）の出射光光量
比を増加させる制御を行う。これより、近景観察のとき程、特殊光光源からの出射光量が
増加され、特定波長の狭帯域光を照射して得られる狭帯域光観察画像が強調されるように
なされている。
【００２２】
　光ファイバ５７Ａ，５７Ｂは、マルチモードファイバであり、一例として、コア径１０
５μｍ、クラッド径１２５μｍ、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３～０．５ｍｍの
細径なファイバケーブルを使用できる。
　蛍光体５９は、青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に励起発光する複数種の蛍光
体（例えばＹＡＧ系蛍光体、或いはＢＡＭ（ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17）等の蛍光体）を含んで
構成される。これにより、青色レーザ光を励起光とする緑色～黄色の励起光と、蛍光体５
９により吸収されず透過した青色レーザ光とが合わされて、白色（疑似白色）の照明光と
なる。本構成例のように、半導体発光素子を励起光源として用いれば、高い発光効率で高
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強度の白色光が得られ、白色光の強度を容易に調整できる上に、白色光の色温度、色度の
変化を小さく抑えることができる。
【００２３】
　上記の蛍光体５９は、レーザ光の可干渉性により生じるスペックルに起因して、撮像の
障害となるノイズの重畳や、動画像表示を行う際のちらつきの発生を防止できる。また、
蛍光体５９は、蛍光体を構成する蛍光物質と、充填剤となる固定・固化用樹脂との屈折率
差を考慮して、蛍光物質そのものと充填剤に対する粒径を、赤外域の光に対して吸収が小
さく、かつ散乱が大きい材料で構成することが好ましい。これにより、赤色や赤外域の光
に対して光強度を落とすことなく散乱効果が高められ、光学的損失が小さくなる。つまり
、高効率で高強度の白色光が得られる。
【００２４】
　図４は内視鏡装置による観察画像の概略的な表示例を示す説明図である。
　生体組織に照明光が入射されると、入射光は生体組織内を拡散的に伝播するが、生体組
織の吸収・散乱特性は波長依存性を有しており、短波長ほど散乱特性が強くなる傾向があ
る。つまり、照明光の波長によって光の深達度が変化する。一方、血管中を流れる血液は
４００～４２０ｎｍ付近の波長に吸収の極大を持ち、大きなコントラストが得られる。例
えば、照明光が波長４００ｎｍ付近の波長域では粘膜表層の毛細血管からの血管情報が得
られ、波長５００ｎｍ付近の波長域では、さらに深層の血管を含む血管情報が得られる。
そのため、生体組織表層の血管観察には、中心波長３６０～８００ｎｍ、好ましくは３６
５～５１５ｎｍ、さらに好ましくは中心波長４００ｎｍ～４７０ｎｍの光源が用いられる
。
【００２５】
　図４に内視鏡装置による観察画像の概略的な表示例を示すように、照明光を白色光とし
た場合の観察画像では、比較的粘膜深層の血管像が得られる反面、粘膜表層の微細な毛細
血管はぼやけて見える。一方、短波長のみの狭帯域化した照明光とした場合の観察画像で
は、粘膜表層の微細な毛細血管が鮮明に見えるようになる。
【００２６】
　内視鏡装置１００は、青色レーザ光源４７と紫色レーザ光源４９の光量比を変更自在に
している。光量比の変更は、図１に示す制御部６３によって行い、粘膜表層の毛細血管を
より観察しやすいように画像強調する。青色レーザ光源４７による青色レーザ光成分が多
い場合は、この青色レーザ光と、蛍光体５９による励起発光光とによる白色光成分が多い
照明光となり、図４の白色光観察画像のような観察画像が得られる。ただし、狭帯域光で
ある青色レーザ光が照明光に混在しているので、表層の毛細血管が画像強調された観察画
像となる。
【００２７】
　また、紫色レーザ光源４９による紫色レーザ光成分が多い場合は、図４の狭帯域光観察
画像のような観察画像が得られる。そして、青色レーザ光源４７と紫色レーザ光源４９の
出射光の光量比を増減させる（つまり、全照明光成分に対する紫色レーザ光成分の割合を
増減させる）ことで、粘膜表層の微細な毛細血管を連続的に強調表示させた観察が行える
。
【００２８】
　この場合、紫色レーザ光成分が多いほど、粘膜表層の薄い深さ領域に含まれる微細な毛
細血管が観察画像に鮮明に映出され、紫色レーザ光成分が少なくなるにつれて、粘膜表層
から深層に向けた広い深さ領域に含まれる血管情報が映出される。これにより、粘膜表層
から深さ方向の血管分布を擬似的に表示させることができ、観察部位の深さ方向の血管情
報を各深さ範囲に対応して連続的な情報として抽出することができる。特に本構成例では
、青色レーザ光により得られる血管情報と、紫色レーザ光により得られるさらに表層の血
管情報とが共に抽出され、これら情報の画像表示によって双方を比較できるので、青色レ
ーザ光では観察できなかったより表層の血管を含む血管情報を、視認性を高めて観察する
ことができる。
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【００２９】
　ところで、内視鏡装置１００は、対物レンズユニット３９に、不図示の変倍用可動レン
ズを備える。変倍用可動レンズは、対物レンズユニット３９の中に移動可能に組み込まれ
、観察倍率を可変にする。また、対物レンズユニット３９は、変倍用可動レンズとは別個
に、オートフォーカス機能を実行するための不図示のフォーカス調整用可動レンズも備え
る。変倍用可動レンズは、ズームスイッチ８３の操作により観察倍率変更手段であるズー
ム制御部８１を介して駆動される。
【００３０】
　内視鏡装置１００は、ズーム制御部８１により設定される観察倍率に応じ、複数の光源
の出射光光量比を変更する光量比変更手段を有する。光量比変更手段は、例えば記憶部６
５に格納されるプログラムとすることができる。光量比変更手段は、ズーム制御部８１か
らの倍率検出信号を参照して青色レーザ光源４７と紫色レーザ光源４９の光量比を定める
。その光量比制御信号は光源制御部５１へ送出される。
【００３１】
　また、観察倍率は、デジタルズーム処理の拡大値であってもよい。この場合、撮像画像
情報を拡大画像処理する際の拡大値が観察倍率として用いられる。
【００３２】
　図５は観察倍率に応じた出射光光量比の変更手順を表したフローチャートである。
　術者が遠景から近景、或いはその逆の近景から遠景へズーム変倍操作によって観察倍率
を変更すると（ｓｔ１）、その倍率検出信号がズーム制御部８１にて逐一検出され、検出
された倍率検出信号が光量比変更手段に入力される。光量比変更手段は、入力された倍率
検出信号毎に、青色レーザ光源４７と紫色レーザ光源４９の出射光光量比を、記憶部６５
に格納される光量比・観察倍率変換情報から読み出し更新する（ｓｔ２）。
【００３３】
　この光量比・観察倍率変換情報は、例えば下表１に示すものとなる。観察倍率が低い遠
景観察モードでは、紫色レーザ光源４９と青色レーザ光源４７の比が例えば２：１、観察
倍率が高い近景観察モードでは、紫色レーザ光源４９と青色レーザ光源４７の比が例えば
１０：１となる。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　図６は観察倍率と光量比の相関を表したグラフである。
　観察倍率は、遠景になる程、青色レーザ光源４７の比率が大きくなり、近景になるほど
紫色レーザ光源４９の比率が大きくなる。上記の光量比・観察倍率変換情報は、例えば予
め設定した関数式として格納することができる。すなわち、図６の曲線を描く関数を求め
ておく。これにより、任意の観察倍率毎の出射光光量比を連続的に特定することが可能と
なる。
【００３６】
　次いで、出射光光量比が読み込まれたなら、光量比変更手段は、光源制御部５１へ青色
レーザ光源４７と紫色レーザ光源４９の光量比を変更する制御信号を送出する（ｓｔ３）
。同時に撮像が行われ（ｓｔ４）、撮像素子２１からの内視鏡観察画像信号は、図１に示
すＡ／Ｄ変換器７７にてデジタル信号に変換され、前処理部６７以降の２次回路に分離伝
送される。前処理部６７は、内視鏡観察画像信号に対し前処理を施すものであって、例え
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ば撮像素子がＹＭＣやＹＭＣＧ補色系からなる場合にはＲＧＢ原色系の信号に変換し、さ
らにガンマ変換機能、階調を調整する機能等を有している。前処理部６７にて処理された
内視鏡観察画像信号は画像処理部７１へ送られた後、表示部１５にて表示される（ｓｔ５
）。表示部１５への表示は、観察終了信号の入力にて終了される（ｓｔ６）。
【００３７】
　このように、内視鏡装置１００では、光量比変更手段により変更される観察倍率と複数
の光源の出射光量比との関係が、観察倍率の変化に伴って連続的に変化する。これにより
、観察画像の内容に急な変化が生じないようになされている。
【００３８】
　図７は異なる観察倍率におけるＡＥプログラム線図である。
　制御部６３は、観察倍率の増減に伴ってシャッター速度、絞り値等を自動設定し、拡大
観察時における手ぶれ撮影を抑制する。この設定はＡＥプログラム線図に基づいて行われ
る。図７中、露出値（ＥＶ値）は右上がりの等価ラインで表示される。下側にはシャッタ
ースピードを、縦軸には絞り値を表示している。図７中、破線は遠景観察時のプログラム
線図、図７中、実線は近景（拡大）観察時のプログラム線図を示す。被写体が明るい場合
には、絞りとシャッター速度の両方を均等に調整して適正露出とする。被写体が十分に明
るい場合には、レンズを固有の最小絞りまで絞り込み、それ以上はシャッター速度で調整
する。拡大観察ではズーム制御部８１（図１参照）からの変倍用可動レンズの位置が制御
部６３に入力され、制御部６３はその際の観察倍率に応じたプログラム線図に基づいてシ
ャッター速度を調節する。ここで、拡大観察時のプログラム線図は、遠景観察時のプログ
ラム線図よりも右にずれて（右にシフトして）いる。これにより、撮影倍率が大きくなる
拡大観察時では、速いシャッター速度のプログラム線図が適用され、手ぶれがより目立ち
難くなるように制御される。
【００３９】
　さらに、本内視鏡装置１００では、観察倍率に応じて、分光推定画像にて、例えば粘膜
層或いは粘膜下層に発生する新生血管の微細構造、病変部の強調等、通常の観察像では得
られない生体情報を適正に表示する機能を有している。
【００４０】
　上記のように出射光量比を変化させると、色バランスが崩れるため、出射光量比の変化
に応じて、各色の分光補正を変更させ、観察画像全体の色味が同一になるように調整する
ことが好ましい。そこで、本内視鏡装置１００では、観察倍率に応じて適宜な強調処置等
の画像処理を施し、観察倍率の変更に同期して、観察対象に対して最適な画像情報を提供
可能にしている。
【００４１】
　内視鏡装置１００におけるプロセッサ４５は、内視鏡本体１１を用いて取得された内視
鏡観察画像を処理するために、分光推定画像生成手段である分光推定画像生成部６９、パ
ラメータデータベース７３、切替部７５を備えている。
【００４２】
　ここで、本内視鏡装置１００において、分光推定画像を生成する手順を説明する。
　撮像素子２１から出力される内視鏡観察画像の信号は、Ａ／Ｄ変換器７７に伝送されて
デジタル信号に変換されて取り込まれる。デジタル信号に変換された画像信号は、制御部
６３に入力される。
【００４３】
　術者が、通常画像から分光推定画像への観察を希望するときには、内視鏡本体１１の操
作部２５に設けられている波長セット切替ボタン７９等を操作することにより指示を行う
。分光推定画像観察が指示されると、前処理部６７にて前処理の施された内視鏡観察画像
信号は、分光画像生成手段である分光推定画像生成部６９に送られて分光推定処理が行わ
れる。
【００４４】
　分光推定画像生成部６９は、内視鏡観察画像Ｐに対しマトリクスパラメータＭを用いて
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定画像生成部６９の動作例の詳細については特開２００３－９３３３６号公報に記載され
ている。 
【００４５】
　具体的には、分光推定画像生成部６９は、マトリクスパラメータＭを用いて下記式（１
）に示すマトリクス演算を行うことにより分光推定画像ＳＰを生成する。
【数１】

【００４６】
　なお、式（１）において、ＳＰｒ、ＳＰｇ、ＳＰｂは分光推定画像ＳＰの各ＲＧＢ成分
、Ｐｒ、Ｐｇ、Ｐｂは内視鏡観察画像Ｐの各ＲＧＢ成分、Ｍ００～Ｍ２２からなる３×３
行の行列はマトリクス演算を行うためのマトリクスパラメータＭをそれぞれ示している。
【００４７】
　図８は図１の内視鏡画像処理装置におけるデータベースに記憶されたマトリクスパラメ
ータの一例を示す図である。
　ここで、図８に示すように、パラメータデータベース７３には例えば４００ｎｍから７
００ｎｍの波長域を５ｎｍ間隔で分けた波長域毎にマトリクスパラメータＰi＝（Ｍｊ０

，Ｍｊ１ ，Ｍｊ２）（ｉ＝１～６１、ｊはマトリクスパラメータＭの行であってｊ＝０
～２）が記憶されている。例えば、分光推定画像ＳＰを構成する波長域λ１，λ２，λ３

としてそれぞれ例えば５００ｎｍ，６２０ｎｍ，６５０ｎｍが選択される場合は、係数（
Ｍｊ０，Ｍｊ１，Ｍｊ２）として、図８の６１個のパラメータのうち、中心波長５００ｎ
ｍに対応するパラメータｐ２１の係数、中心波長６２０ｎｍに対応するパラメータｐ４５
の係数、および中心波長６５０ｎｍに対応するパラメータｐ５１の係数を用いた下記（２
）式のマトリクスパラメータＭとなり、このマトリクスパラメータで上記マトリクス演算
がなされる。 
【００４８】
【数２】

【００４９】
　このようなパラメータの組合せは例えば血管、生体組織等の観察したい部位毎にパラメ
ータデータベース７３に記憶されており、各部位にマッチングしたパラメータを用いて分
光推定画像ＳＰが生成される。具体的には、マトリクスパラメータＭを設定するための波
長セットとして、例えば表２に示す波長セットがある。
【００５０】
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【表２】

【００５１】
　分光推定画像生成部６９は、被検体に白色照明光を照射して撮像して得た撮像画像に対
してマトリクス演算を施すことで、波長セット設定手段で設定された波長セットにより生
成されるスペクトル光を被検体に照射した場合に得られると推定される分光推定画像を生
成する。制御部６３は、このマトリクス変更を実行するための波長セット設定手段を格納
する。波長セット設定手段は、例えば記憶部６５に格納されるプログラムとすることがで
きる。
【００５２】
　なお、内視鏡装置１００は内視鏡本体１１の個体差による撮像素子感度に応じた補正値
により各ＲＧＢ成分に対するゲインを調整する機能を有していてもよい。具体的には、分
光推定画像生成部６９は、上記式（１）のマトリクスパラメータＭの代わりに、下記式（
３）のようにマトリクスパラメータＭに各ＲＧＢ成分のゲイン係数Ｒｇ、Ｇｇ、Ｂｇを乗
算したマトリクスパラメータＭ１を用いて分光推定画像ＳＰを生成する。
【００５３】

【数３】

【００５４】
　上述したゲイン係数Ｒｇ、Ｇｇ、Ｂｇは使用する内視鏡本体１１に設けた個体識別メモ
リ（図示せず）に記録された撮像素子感度特性に応じて変更される。これにより、分光推
定画像生成部６９が波長セットを用いて分光推定画像を生成するものであるとき、明るさ
に応じた適切なＲＧＢ成分値を得ることができ、分光推定画像の画質が向上する。
【００５５】
　図９は分光推定画像の生成を伴う観察時の観察倍率に応じた出射光光量比の変更手順を
表したフローチャートである。
　内視鏡装置１００は、上記波長セット設定手段と、分光推定画像生成部６９と、を備え
ることで、所望の波長セットに対応する分光推定画像を生成してこれを観察画像とするこ
とができる。ここで、内視鏡装置１００における分光推定画像の生成時の手順を説明する
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。
【００５６】
　波長セット設定手段に設定される波長セットを所望の波長セットにして観察画像を得る
場合に、ズーム倍率が変更されると（ｓｔ１１）、出射光光量比が読み出される（ｓｔ１
２）。次いで、波長セット切替ボタン７９が押下されたか否かが判断される（ｓｔ１３）
。波長セット切替ボタン７９が押下された場合、青色レーザ光源４７、紫色レーザ光源４
９の出射光光量比によるスペクトル光が、波長セットの波長域に重複しているか否かが判
断される（ｓｔ１４）。
【００５７】
　波長セットの波長域に重複していない場合には、白色照明光による撮像が行われ（ｓｔ
１５）、分光推定画像が生成される（ｓｔ１６）。一方、処理ｓｔ１４において、青色レ
ーザ光源４７、紫色レーザ光源４９の出射光光量比によるスペクトル光が、波長セットの
波長域に重複している場合には、青色レーザ光源４７、紫色レーザ光源４９の出射光光量
比を変更し（ｓｔ１７）、撮像を行った後（ｓｔ１８）、観察画像を表示する（ｓｔ１９
）。この処理は観察の終了が判断がなされるまで続けられ（ｓｔ２０）、終了指示の入力
により観察画像の表示が終了する。
【００５８】
　このように、内視鏡装置１００では、複数の光源の出射光量比により規定されるスペク
トル光が、波長セットに含まれる波長域に重複しているときは、出射光量比の照明光下で
撮像して観察画像とし、重複していない波長域が存在するときは、制御部６３が白色照明
用光源から白色光を出射させ、分光推定画像生成部６９により所望の波長セットに対応す
る分光推定画像を生成してこれを観察画像とする処理がなされる。これにより、例えば特
殊光光源（４０５ｎｍ）と白色照明用光源（４４５ｎｍ）の光量比を、１００：０とする
場合が生じても、白色光成分を分光推定により含ませた観察画像を生成することができる
。
【００５９】
　なお、分光推定画像生成部６９は、白色照明用光源と特殊光光源を共に点灯させて撮像
した撮像画像により分光推定画像を生成するものであってもよい。これにより、特殊光光
源（４０５ｎｍ）の波長成分を必ず残して分光推定画像の情報量を増やすことができる。
【００６０】
　次に、上記構成の変形例を説明する。
　図１０は白色光源とレーザ光源とを備えた変形例に係る光源の構成図である。
　照明手段は、上記以外に、例えば以下の構成であってもよい。すなわち、白色光源９１
からの光を、多数本の光ファイバからなるファイババンドル９３から出射する照明系と、
レーザ光源９５からの光を一本の光ファイバ９７にて導光して拡散板９９を透過させて出
射する照明系と、を備える構成であってもよい。
【００６１】
　図１１はＬＥＤとレーザ光源とを備えた変形例に係る光源の構成図である。
　また、内視鏡挿入部１９の先端部３５に設けたＲＧＢ色の各発光ダイオード（ＬＥＤ）
１０１を信号線１０３にて接続した光学系と、レーザ光源９５からの光を一本の光ファイ
バ９７にて導光して拡散板９９を透過させて出射する照明系と、を備える構成であっても
よい。狭帯域波長の照明光は、レーザ光源９５からの光を一本の光ファイバ９７にて導光
して得る構成とすることができる。これにより、白色照明および狭帯域光のそれぞれにお
いて、所望の波長、所望の光強度が得やすくなる。
【００６２】
　図１２は白色光源と回転フィルタを備えた変形例に係る光源の構成図である。
　さらに、白色光源９１からの光を、回転フィルタ１０５を用いることでＲ，Ｇ，Ｂ光や
狭帯域光、或いはＣ，Ｍ，Ｙ光、またはＣ，Ｍ，Ｙ，Ｇ光を取り出す構成であってもよい
。
【００６３】
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　また、撮像素子２１は、ＣＣＤに限らず、ＣＭＯＳであってもよい。
　撮像素子２１は、ＲＧＢを検出する以外に、ＣＭＹや、ＣＭＹＧを検出するものであっ
てもよい。
【００６４】
　さらに、撮像方法は、ＲＧＢの三色を同時に撮像する同時撮像式の他に、Ｒ画像、Ｇ画
像、Ｂ画像をそれぞれ順次撮像し、後で組み合わせて（同時化処理して）一枚のカラー画
像にする面順次式であってもよい。
【００６５】
　したがって、上記内視鏡装置によれば、ズーム変倍操作による観察倍率の変更に伴って
、内視鏡診断に適した観察画像に連続的に変化させることができ、術者に違和感を持たせ
ることなく診断精度を向上させることができる。
【００６６】
　このように、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、明細書の記載、並び
に周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり
、保護を求める範囲に含まれる。
【００６７】
　以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
（１）　互いに異なるスペクトルの光を発生する複数の光源を有して被検体を照明する照
明手段と、前記被検体を撮像する撮像手段と、該撮像手段により撮像される前記被検体の
観察倍率を変更する観察倍率変更手段と、を備えた内視鏡装置であって、
　前記観察倍率変更手段により設定される観察倍率に応じて前記複数の光源の出射光光量
比を変更する光量比変更手段を有し、
　該光量比変更手段により変更される前記観察倍率と前記複数の光源の出射光量比との関
係が、前記観察倍率の変化に伴って連続的に変化するものである内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、術者が遠景から近景、或いはその逆の近景から遠景へズーム
変倍操作によって観察倍率を変更すると、その変更倍率値が観察倍率変更手段によって逐
一検出され、検出された変更倍率値が光量比変更手段に入力される。光量比変更手段は、
入力された変更倍率値毎に、複数の光源の出射光量比を更新する。つまり、複数の光源の
出射光量比が、変更倍率値に連動して連続的に調整され、観察画像の内容に急な変化が生
じない。
【００６８】
（２）　（１）の内視鏡装置であって、
　前記照明手段が、白色照明用光源と、該白色照明用光源とは異なる照明光をもとに生成
される特殊光光源とを有し、
　前記制御手段が、前記観察倍率が高い程、前記白色照明用光源の出射光量に対する前記
特殊光光源の出射光光量比を増加させる内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、観察倍率が高い程、すなわち、近景の観察のとき程、特殊光
光源からの出射光量が増加され、特定波長の狭帯域光を照射して得られる狭帯域光観察画
像が強調される。
【００６９】
（３）　（２）の内視鏡装置であって、
　前記特殊光光源の中心発光波長が、被検体となる生体組織表層の微細血管構造を強調す
る波長である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、近景の観察にて微細血管観察を所望する時、生体組織表層の
微細血管構造を強調する特殊光波長が設定され、操作倍率に適した照明光波長が自動設定
される。
【００７０】
（４）　（２）又は（３）の内視鏡装置であって、
　前記特殊光光源の中心発光波長が、３７０ｎｍ乃至４７０ｎｍの範囲に含まれる内視鏡
装置。
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　この内視鏡装置によれば、中心発光波長の下限値が３７０ｎｍであることにより、半導
体発光素子の市販品による入手が容易となる。中心発光波長の上限値が４７０ｎｍ以下と
なることにより、照明光が粘膜組織表層の微細構造を強調する狭帯域光観察に適した波長
範囲となる。
【００７１】
（５）　（１）～（４）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記白色照明用光源が、半導体発光素子と、該半導体発光素子の発光波長で励起する蛍
光体を含んだ波長変換部材と、を有して構成される内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、半導体発光素子からの光が、波長変換部材の蛍光体を励起し
て蛍光を発光させ、白色光が得られる。また、半導体発光素子からの一部の光は、そのま
ま波長変換部材を透過し、狭帯域波長の照明光となる。
【００７２】
（６）　（１）～（４）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記白色照明用光源が、赤色光、緑色光、青色光に発光する半導体発光素子を有して構
成される内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、内視鏡挿入部の先端部に設けた赤色、緑色、青色の各発光ダ
イオード（ＬＥＤ）を駆動して白色照明が得られる。狭帯域波長の照明光は、レーザ光源
からの光を一本の光ファイバにて導光して得る構成とすることができる。これにより、白
色照明および狭帯域光のそれぞれにおいて、所望の波長、所望の光強度が得やすくなる。
【００７３】
（７）　（１）～（６）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記観察倍率が、変倍光学系の倍率を示す値である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、変倍用可動レンズの移動焦点距離位置がセンサにより検出さ
れ、その検出信号が観察倍率値として用いられる。
【００７４】
（８）　（１）～（７）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記観察倍率が、デジタルズーム処理の倍率を示す値である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、撮像画像情報を拡大画像処理する際の拡大値が観察倍率値と
して用いられる。
【００７５】
（９）　（１）～（８）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　複数の波長域の組合せを波長セットとして設定する波長セット設定手段と、
　前記被検体に白色照明光を照射して撮像して得た撮像画像に対してマトリクス演算を施
すことで、前記波長セット設定手段に設定された波長セットによるスペクトル光を照射し
たときに得られる観察画像を推定した分光推定画像を生成する分光画像生成手段と、を備
え、
　前記波長セット設定手段に設定される波長セットを所望の波長セットにして観察画像を
得る場合に、前記複数の光源の出射光量比により規定されるスペクトル光が、前記波長セ
ットに含まれる波長域に重複しているときは、前記出射光量比の照明光下で撮像して観察
画像とし、重複していない波長域が存在するときは、前記制御手段が前記白色照明用光源
から白色光を出射させ、前記分光画像生成手段により前記所望の波長セットに対応する分
光推定画像を生成してこれを観察画像とする内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、特殊光光源（４０５ｎｍ）と白色照明用光源（４４５ｎｍ）
の光量比が、１００：０のときであっても、白色光成分を分光推定により含ませた観察画
像を生成することができる。
【００７６】
（１０）　（９）の内視鏡装置であって、
　前記分光画像生成手段が、前記白色照明用光源と前記特殊光光源を共に点灯させて撮像
した撮像画像により分光推定画像を生成する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、特殊光光源（４０５ｎｍ）の波長成分を必ず残して分光推定
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【符号の説明】
【００７７】
　２１　撮像素子（撮像手段）
　３９　対物レンズユニット（変倍光学系）
　４３　光源装置（照明手段）
　４７　青色レーザ光源（特殊光光源）
　４９　紫色レーザ光源（白色照明用光源）
　５９　蛍光体（波長変換部材）
　６３　制御部（制御手段）
　６９　分光画像生成手段
　８１　ズーム制御部（観察倍率変更手段）
１００　内視鏡装置

【図１】 【図２】
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【図１１】
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